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し
、
私
立
学
校
が
小
学
校
教
員
検
定
制
度
、と
り
わ
け
無
試
験
検
定
制
度
に
よ
り
、

間
接
的
な
小
学
校
教
員
養
成
機
関
と
し
て
、
小
学
校
教
員
を
養
成
、
供
給
し
た
事

実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
は
、「
戦
前

日
本
に
お
い
て
、
師
範
学
校
だ
け
が
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
。
私
立
学
校
は
、

そ
の
埒
外
に
あ
っ
た
」
と
い
う
学
界
の
「
常
識
」
を
問
い
直
そ
う
と
い
う
試
み
な

の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
本
稿
に
お
け
る
「
間
接
養
成
」
の
概
念
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
そ
の
際
、

中
島
太
郎
２

に
よ
る
「
間
接
養
成
」
の
概
念
を
援
用
し
よ
う
。
中
島
は
、「
間
接
養
成
」

を
「
あ
ら
か
じ
め
、
教
員
免
許
状
授
与
条
件
を
公
示
し
て
お
い
て
、
教
員
養
成
を

行
な
お
う
と
す
る
学
校
を
し
て
、
そ
の
教
育
課
程
の
一
部
に
お
い
て
、
学
生
の
在

学
期
間
中
に
教
員
免
許
状
授
与
条
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
こ
れ

を
編
成
さ
せ
る
」
３

制
度
と
述
べ
た
。
ま
た
一
方
で
、「
間
接
検
定
」
を
「
検
定

主
体
が
、
直
接
、
検
定
を
受
け
る
者
に
接
触
す
る
こ
と
な
く
、
他
の
機
関
の
判
定

に
基
づ
い
て
検
定
を
行
な
う
制
度
」
４

で
あ
り
、「
検
定
を
受
け
る
者
が
提
出
し

た
学
校
の
卒
業
証
書
、
学
力
証
明
書
、
身
体
検
査
書
、
人
物
証
明
書
等
に
よ
つ
て
、

い
わ
ゆ
る
書
類
審
査
に
よ
つ
て
検
定
を
行
な
う
」５

と
述
べ
た
。
そ
の
う
え
で
、「
こ

の
制
度
に
お
い
て
は
、
教
員
検
定
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
る
学
力
証
明
書
の
提

出
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
、
検
定
を
受
け
る
者
は
学
校
等
に
在
学
す
る
必
要
が
生
ず

る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
方
式
は
…
…
教
員
の
間
接
養
成
制
度
の
一
変
形
と
も
み

る
こ
と
が
で
き
る
」
６

と
、
「
間
接
検
定
」
を
「
間
接
養
成
」
の
一
種
と
し
て
位

置
づ
け
た
。
そ
し
て
、
「
間
接
検
定
の
実
例
は
、
明
治
三
三
年
制
定
さ
れ
た
教
員

免
許
令
に
規
定
さ
れ
た
無
試
験
検
定
制
度
…
…
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

…
…
無
試
験
検
定
制
度
は
、
い
わ
ゆ
る
指
定
学
校
方
式
お
よ
び
許
可
学
校
方
式
に

よ
つ
て
行
な
わ
れ
た
」
７

と
述
べ
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
戦
前
日
本
の
中
等
教

員
無
試
験
検
定
制
度
に
お
け
る
指
定
学
校
お
よ
び
許
可
学
校
を
あ
げ
た
。
な
お
、

近
年
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
制
度
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
学
校
の
存
在
が

明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
８

。
そ
れ
は
、
小
学
校
教
員
の
養
成
、
供
給
に
お
い
て

も
、
間
接
的
な
養
成
機
関
の
存
在
を
示
唆
す
る
意
味
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
と
は
何
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ

一
、
は
じ
め
に

　
戦
前
日
本
に
お
い
て
、
師
範
学
校
は
、
確
か
に
唯
一
の
直
接
的
な
小
学
校
教
員

養
成
機
関
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
師
範
学
校
以
外
の
、
な
か
で
も
私
立
学
校
は
、

小
学
校
教
員
養
成
の
埒
外
に
あ
っ
た
の
か
。
私
立
学
校
（
大
学
）
に
よ
る
小
学
校

教
員
の
養
成
は
戦
後
教
員
養
成
の
二
大
原
則
、
す
な
わ
ち
「
開
放
制
の
教
員
養
成
」

の
原
則
と
「
大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
」
の
原
則
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
と
す
る
の

が
学
界
の
「
常
識
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
間
接
養
成
」
と
い
う
視
点
を
も
っ
て
、

戦
前
日
本
に
お
け
る
小
学
校
教
員
養
成
制
度
、
小
学
校
教
員
検
定
制
度
を
見
直
し

た
と
き
、
新
た
な
「
常
識
」
が
み
え
て
は
こ
な
い
か
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
問
題

意
識
の
も
と
、
こ
れ
ま
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
戦
前
日
本
に
お
け
る
私

立
学
校
に
よ
る
小
学
校
教
員
養
成
事
業
と
い
う
師
範
学
校
以
外
の
小
学
校
教
員
養

成
ル
ー
ト
に
注
目
し
１

、
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
の
復
刻
を
と
お

美
作
大
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・
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要
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れ
に
伴
い
、
京
都
府
を
事
例
と
し
て
、「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
」
卒

業
生
に
無
試
験
検
定
の
受
検
資
格
が
付
与
さ
れ
る
根
拠
と
な
っ
た
小
学
校
教
員
無

試
験
検
定
内
規
を
復
刻
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
井
上
の
論
稿
は
、「
小
学
校
教
員

無
試
験
検
定
認
定
校
」
の
存
在
を
と
お
し
、
無
試
験
検
定
制
度
の
運
用
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
う
え
で
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
が
必
要
不
可
欠
な
史
料
で

あ
る
こ
と
を
示
す
意
味
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
井
上
も
現
存
を
確
認

で
き
る
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
の
一
部
を
復
刻
す
る
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
の
も
つ
史
料
的
な
価
値
は
、

近
年
、
小
学
校
教
員
養
成
史
研
究
や
小
学
校
教
員
検
定
史
研
究
に
お
い
て
注
目
さ

れ
は
じ
め
た
も
の
の
、
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
さ
ら
な
る
発
掘
が

期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
そ
う
し
た
先
行
研
究
の
欠
を
補
う
た
め
、
現
存
を
確
認
で

き
る
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
、
な
ら
び
に
関
連
す
る
行
政
内
部
文

書
の
現
存
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
未
公
開
の
京
都
府
小
学
校
教
員
無

試
験
検
定
内
規
を
復
刻
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
、
私
立
学
校
が
無
試
験
検

定
制
度
を
と
お
し
、
間
接
的
な
小
学
校
教
員
養
成
機
関
と
し
て
、
小
学
校
教
員
を

養
成
、
供
給
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
の
現
存
状
況

　
で
は
、
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
関
連
す
る

行
政
内
部
文
書
は
、
ど
れ
ほ
ど
現
存
し
て
い
る
の
か
。
筆
者
は
、
そ
れ
を
解
明
す

る
た
め
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
の
小
学
校
教
員
検
定
関
係
簿
冊
を
調

査
し
た
   12

。
そ
の
結
果
、
現
時
点
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
四
点
の
小
学
校
教
員
無
試

験
検
定
内
規
を
確
認
し
た
。
そ
の
名
称
と
と
も
に
、
所
収
す
る
簿
冊
名
お
よ
び
請

求
番
号
を
列
記
し
て
お
こ
う
。

内
規
①

：

「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
内
規
」
（『
復
命
書
、
小
学
校
教

員
免
許
及
検
定
』
請
求
番
号
大
一
一
―
〇
〇
四
〇
所
収
）

内
規
②

：

「
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
無
試
験
検
定
内
規
」
（『
財
産
、
検
定
及

う
。
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
と
は
、
小
学
校
教
員
免
許
状
ご
と
に
無
試
験

検
定
出
願
者
の
条
件
を
整
理
し
た
行
政
内
部
文
書
で
あ
る
。
時
期
に
よ
り
、
小
学

校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
と
も
呼
ば
れ
る
９

。
戦
前
日
本
に
お
け
る
小
学
校
教
員

検
定
制
度
は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
勅
令
第
三
四
四
号
「
第
三
次
小
学
校

令
」
お
よ
び
同
年
省
令
第
一
四
号
「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
が
定
め
ら
れ
た
第
三

次
小
学
校
令
期
に
整
備
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
小
学
校
教
員
検
定
制
度
は
、
試
験
検

定
制
度
と
無
試
験
検
定
制
度
に
大
別
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
文
部
省
は
、
「
小

学
校
令
施
行
規
則
」
第
一
〇
七
条
に
お
い
て
無
試
験
検
定
制
度
の
該
当
者
を
列
記

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
該
当
者
を
ど
の
小
学
校
教
員
免
許
状
取
得
の
た
め
の
無
試

験
検
定
制
度
の
対
象
と
す
る
の
か
な
ど
ま
で
を
定
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
、
道
府
県
は
、
そ
れ
ら
の
事
項
を
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
に
お
い
て
定

め
た
。

　
で
は
、
本
稿
は
、
な
ぜ
京
都
府
を
事
例
と
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も

述
べ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
同
府
の
行
政
文
書
や
学
校
文
書
の
現
存
状
況
が
全
国

随
一
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
は
、
同
府
独

自
の
行
政
内
部
文
書
で
は
な
い
。
全
国
的
に
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
右
に
も

述
べ
た
よ
う
な
京
都
府
の
各
種
文
書
の
現
存
状
況
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
小
学
校
教

員
無
試
験
検
定
内
規
に
つ
い
て
も
、
他
道
府
県
と
比
べ
、
よ
り
多
く
の
発
掘
が
期

待
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
に
言
及
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
も

触
れ
て
お
こ
う
。
管
見
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
先
行
研
究
は
、
井
上
惠
美
子

「『
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
』
の
全
国
的
動
向
」(

企
画
者
笠
間
賢
二
、

丸
山
剛
史
「
戦
前
日
本
に
お
け
る
非
師
範
系
統
の
小
学
校
教
員
養
成
」
日
本
教
育

学
会
第
七
六
回
大
会
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
、
於
桜
美
林
大
学
、
二
〇
一
七
年)

が

唯
一
で
あ
る
   10

。
井
上
は
、
ま
ず
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
」
を
「
『
認

定
』
さ
れ
た
学
校
が
卒
業
予
定
者
を
と
り
ま
と
め
て
申
請
し
無
試
験
検
定
を
受
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
学
校
教
員
免
許
状
を
取
得
で
き
る
学
校
」
   11

と
仮
説
的
に

定
義
づ
け
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
学
校
沿
革
史
を
主
た
る
史
料
と
し
て
、
「
小

学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
」
の
全
国
的
な
展
開
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
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内
規
案
②

：

「
国
民
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
無
試
験
検
定
内
規
案
」（『
検
定
及
免

許
』
請
求
番
号
昭
二
〇
―
〇
〇
七
〇
―
〇
〇
一
所
収
、『
検
定
及
免
許
』
請
求
番

号
昭
二
〇
―
〇
〇
七
〇
―
〇
〇
五
所
収
）

　
な
お
、
京
都
府
は
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
内

部
文
書
を
ど
れ
ほ
ど
の
数
定
め
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て

解
明
で
き
て
い
な
い
。
右
に
列
記
し
た
行
政
内
部
文
書
は
、
あ
く
ま
で
も
現
存
を

確
認
で
き
る
文
書
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

三
、
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
の
復
刻

　
さ
て
、
こ
う
し
た
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
な
ど
の
現
存
状
況
を

ふ
ま
え
、
こ
こ
で
は
、
と
く
に
内
規
④
を
復
刻
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
す
で
に
井

上
が
復
刻
し
た
内
規
①
、
内
規
②
と
併
せ
、
現
存
を
確
認
で
き
る
京
都
府
小
学
校

教
員
無
試
験
検
定
内
規
を
ほ
ぼ
網
羅
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
無
試
験
検
定
内
規

第
一
条

　
小
学
校
本
科
正
教
員
ノ
無
試
験
検
定
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者

ニ
就
キ
之
ヲ
行
フ

　
一

　
高
等
師
範
学
校
又
ハ
女
子
高
等
師
範
学
校
ノ
本
科
卒
業
者

　
二

　
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
シ
引
続
キ
五
年
以
上
管
内
小
学
校
ニ
在
職
シ
其
ノ

成
績
佳
良
（
実
地
視
察
ニ
ヨ
ル
）
ニ
シ
テ
修
身
、
教
育
、
音
楽
、
図
画
、

体
操
、
手
工
及
男
子
ニ
在
リ
テ
ハ
実
業
（
農
業
商
業
又
ハ
工
業
ノ
一
科
目
）

女
子
ニ
在
リ
テ
ハ
家
事
、
裁
縫
ヲ
学
修
シ
又
ハ
其
ノ
講
習
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
　
　
１

　
中
学
校
卒
業
者

　
　
　
２

　
高
等
女
学
校
卒
業
者

　
　
　
３

　
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
ニ
依
リ
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル
学
校
（
以
下

指
定
学
校
ト
称
ス
）
卒
業
者
及
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
ニ
ヨ
ル

試
験
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
モ
ノ
（
以
下
専
検
合
格
者
ト
称
ス
）

免
許
、
諸
学
校
入
学
生
推
挙
、
御
真
影
及
勅
語
謄
本
』
請
求
番
号
大
一
二
―

〇
〇
二
五
―
〇
〇
一
所
収
、『
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
検
定
及
免
許
、
諸
学
校

入
学
生
推
挙
、
教
員
講
習
』
大
一
三
―
〇
〇
三
四
所
収
）

内
規
③

：

「
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
無
試
験
検
定
内
規
」
（
『
授
業
料
及
保
育

料
、
教
育
資
金
、
小
学
校
教
員
、
幼
稚
園
保
母
検
定
及
免
許
』
請
求
番
号
大
一
四

―
〇
〇
四
〇
所
収
）

内
規
④

：

「
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
無
試
験
検
定
内
規
」
（
『
検
定
及
免
許
』
請

求
番
号
昭
一
二
―
〇
〇
九
〇
―
〇
〇
八
所
収
）

　
こ
の
う
ち
、
井
上
が
復
刻
し
た
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
は
、
内
規
①
、

内
規
②
に
該
当
す
る
。
な
お
、
内
規
③
は
、
内
規
②
の
い
わ
ば
「
マ
イ
ナ
ー
チ
ェ

ン
ジ
版
」
で
あ
り
、
些
少
な
改
正
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
   13

。

　
ま
た
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
行
政
内
部
文
書
が
小

学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
う
し
た
小

学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
三
点
を
確
認
し
た
。

標
準
①

：

「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
」
（
『
教
員
検
定
免
許
』
請
求
番
号
大

〇
三
―
〇
〇
四
八
―
〇
〇
二
所
収
）

標
準
②

：

「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
」
（
『
検
定
及
免
許
』
請
求
番
号
大

〇
四
―
〇
〇
六
八
―
〇
〇
一
所
収
）

標
準
③

：

「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
」
（
『
検
定
免
許
』
請
求
番
号
大
〇
七

―
〇
〇
四
九
―
〇
〇
二
所
収
）

　
さ
ら
に
、
成
文
化
さ
れ
ず
、
改
正
案
の
段
階
に
あ
る
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定

内
規
案
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
二
点
を
確
認
し
た
。

内
規
案
①

：

「
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
無
試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
内
規
案
」
（
『
復

命
書
、
小
学
校
教
員
免
許
及
検
定
』
請
求
番
号
大
一
一
―
〇
〇
四
〇
所
収
）
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科
ノ
卒
業
者
ニ
シ
テ
現
ニ
管
内
小
学
校
ニ
在
職
シ
其
ノ
成
績
佳
良
ニ
シ
テ

教
育
、
音
楽
ヲ
学
修
シ
又
ハ
其
ノ
講
習
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
四
　
高
等
女
学
校
又
ハ
指
定
学
校
ノ
補
習
科
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
一
年
以

上
管
内
小
学
校
ニ
在
職
シ
其
ノ
成
績
佳
良
ニ
シ
テ
修
身
、
教
育
、
音
楽
及

体
操
ヲ
学
修
シ
又
ハ
其
ノ
講
習
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
五
　
小
学
校
准
教
員
又
ハ
尋
常
小
学
校
准
教
員
免
許
状
ヲ
有
シ
左
ノ
各
号
ニ
該

当
ス
ル
者

　
　
　
１
　
管
内
ニ
於
テ
准
教
員
ト
シ
テ
引
続
キ
五
年
以
上
在
職
シ
其
ノ
成
績
特

ニ
佳
良
（
実
地
視
察
ニ
ヨ
ル
）
ナ
ル
コ
ト

　
　
　
２
　
免
許
状
ヲ
受
ケ
タ
ル
後
則
第
百
十
一
条
ノ
規
定
ニ
ヨ
リ
受
験
ヲ
要
ヘ

キ
学
科
ヲ
学
修
シ
又
ハ
其
ノ
講
習
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト

　
六
　
管
内
小
学
校
ニ
在
職
シ
則
第
百
七
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
三
号
ノ
一
ニ

該
当
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
則
第
百
十
一
条
ノ
試
験
科
目
ノ
程
度
ニ
照
シ
同
等

以
上
ノ
学
力
ア
リ
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
者

第
三
条

　
小
学
校
専
科
正
教
員
ノ
無
試
験
検
定
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者

ニ
就
キ
之
ヲ
行
フ

　
一

　
師
範
学
校
中
学
校
高
等
女
学
校
又
ハ
高
等
学
校
高
等
科
ノ
教
員
免
許
状
ヲ

有
ス
ル
者

　
二

　
文
部
省
直
轄
学
校
ニ
於
テ
某
科
目
ニ
関
シ
特
ニ
教
員
ノ
職
ニ
適
ス
ル
教
育

ヲ
受
ケ
テ
卒
業
シ
タ
ル
者

　
三

　
管
内
ノ
専
門
学
校
本
科
高
等
女
学
校
専
攻
科
又
ハ
之
ト
同
等
以
上
ノ
学
校

ノ
卒
業
者
ニ
シ
テ
在
学
中
教
育
ヲ
学
修
シ
成
績
佳
良
ナ
ル
者

　
四

　
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
絵
画
科
又
ハ
図
案
科
卒
業
者
ニ
シ
テ
引
続
キ
一

年
以
上
管
内
小
学
校
ニ
在
職
シ
其
ノ
成
績
佳
良
ニ
シ
テ
教
育
ヲ
学
修
シ
又

ハ
其
ノ
講
習
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
五

　
管
内
ノ
高
等
女
学
校
又
ハ
指
定
学
校
ノ
補
習
科
修
了
者
ニ
シ
テ
在
学
中
毎

週
裁
縫
九
時
間
以
上
教
育
三
時
間
以
上
ヲ
学
修
シ
其
ノ
成
績
佳
良
ナ
ル
者

　
六
　
管
内
ノ
高
等
女
学
校
又
ハ
指
定
学
校
ノ
補
習
科
修
了
者
ニ
シ
テ
一
年
以
上

引
続
キ
管
内
ノ
小
学
校
又
ハ
補
習
学
校
ニ
在
職
シ
其
ノ
成
績
佳
良
ナ
ル
者

　
三
　
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
又
ハ
小
学
校
准
教
員
免
許
状
ヲ
有
シ
左
ノ
各
号

ニ
該
当
ス
ル
者

　
　
　
１
　
管
内
ニ
於
テ
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
又
ハ
小
学
校
准
教
員
ト
シ
テ

引
続
キ
五
年
以
上
在
職
シ
其
ノ
成
績
特
ニ
佳
良
（
実
地
視
察
ニ
ヨ
ル
）

ナ
ル
コ
ト

　
　
　
２
　
免
許
状
ヲ
受
ケ
タ
ル
後
小
学
校
令
施
行
規
則
（
以
下
則
ト
称
ス
）
第

百
八
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
受
験
ヲ
要
ス
ヘ
キ
学
科
ヲ
学
修
シ
又
ハ
其
ノ

講
習
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト

　
四
　
管
内
小
学
校
ニ
在
職
シ
則
第
百
七
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
三
号
ノ
一
ニ

該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
則
第
百
八
条
ノ
試
験
科
目
ノ
程
度
ニ
照
シ
同
等
以
上

ノ
学
力
ア
リ
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
者

第
二
条
　
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
ノ
無
試
験
検
定
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス

ル
者
ニ
就
キ
之
ヲ
行
フ

　
一
　
則
第
百
七
条
第
一
項
第
四
号
又
ハ
第
五
号
ニ
該
当
シ
引
続
キ
二
年
以
上
管

内
小
学
校
ニ
在
職
シ
其
ノ
成
績
佳
良
ニ
シ
テ
修
身
、
教
育
、
音
楽
及
体
操

ヲ
学
修
シ
又
ハ
其
ノ
講
習
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
二

　
左
ニ
掲
グ
ル
学
校
ノ
卒
業
者
ニ
シ
テ
成
績
佳
良
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
者

　
　
　
１

　
京
都
女
子
専
門
学
校
本
科
及
実
科
高
等
女
学
校
又
ハ
高
等
女
学
校
実

科
ヲ
卒
業
シ
テ
入
学
シ
タ
ル
国
文
科
別
科

　
　
　
２

　
京
都
府
立
女
子
専
門
学
校
本
科

　
　
　
３

　
京
都
市
立
堀
川
高
等
女
学
校
専
攻
科

　
　
　
４

　
京
都
府
立
第
一
高
等
女
学
校
高
等
科

　
　
　
５

　
平
安
女
学
院
専
攻
部
家
政
科

　
　
　
６

　
同
英
文
科

　
　
　
７

　
同
保
育
科（
但
シ
高
等
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
テ
入
学
シ
タ
ル
者
ニ
限
ル
）

　
　
　
８

　
成
安
女
子
学
院
専
攻
部
高
等
師
範
科
（
但
シ
高
等
女
学
校
又
ハ
指
定

学
校
ヲ
卒
業
シ
テ
入
学
シ
タ
ル
修
業
年
限
三
年
ノ
課
程
ヲ
卒
ヘ
タ
ル

者
ニ
限
ル
）

　
三
　
前
号
ニ
掲
グ
ル
以
外
ノ
専
門
学
校
又
ハ
高
等
女
学
校
ノ
高
等
科
若
ハ
専
攻
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一
　
則
第
百
七
条
第
一
項
第
四
号
又
ハ
第
五
号
ニ
該
当
シ
現
ニ
管
内
小
学
校
ニ

在
職
シ
其
ノ
成
績
佳
良
ニ
シ
テ
教
育
ヲ
学
修
シ
又
ハ
其
ノ
講
習
ヲ
受
ケ
タ

ル
者

　
二
　
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
引
続
キ
三
年
以

上
管
内
小
学
校
ニ
在
職
シ
其
ノ
成
績
佳
良
ニ
シ
テ
相
当
補
習
経
歴
ア
ル
者

　
但
シ
履
歴
ニ
依
リ
勤
務
年
数
ハ
特
ニ
詮
衡
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
条
　
幼
稚
園
保
母
ノ
無
試
験
検
定
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
就
キ

之
ヲ
行
フ

（
以
下
、
略
）

付
則

本
内
規
ハ
昭
和
六
年
十
月
二
十
六
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
京
都
府
は
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
各
条
に
お
い
て
、

学
歴
や
学
業
成
績
、
府
内
小
学
校
に
お
け
る
教
職
歴
や
勤
務
成
績
、
所
有
す
る
小

学
校
教
員
免
許
状
、
「
教
育
」
な
ど
の
学
修
歴
や
補
修
歴
な
ど
を
斟
酌
し
、
小
学

校
教
員
免
許
状
の
種
類
ご
と
に
無
試
験
検
定
出
願
者
の
条
件
を
整
理
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
で
は
、
同
府
は
、
何
を
基
準
と
し
て
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規

を
定
め
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
現
時
点
に
お
い
て
解
明
で
き
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
京
都
府
は
、
前
述
し
た
「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
第
一
〇
七
条
、
そ

れ
に
伴
い
文
部
省
が
道
府
県
に
発
し
た
「
調
査
標
準
」
を
基
準
と
し
て
、
そ
こ
に

独
自
の
諸
条
件
を
盛
り
込
み
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
を
定
め
た
の
で
は

な
い
か
。
な
お
、
「
調
査
標
準
」
と
は
、
小
学
校
正
教
員
免
許
状
ご
と
に
、
そ
の

無
試
験
検
定
へ
の
出
願
に
求
め
ら
れ
る
教
職
歴
や
学
習
歴
お
よ
び
補
修
歴
な
ど
を

整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
現
時
点
に
お
い
て
は
推
測
の
域
を

出
な
い
。

四
、
お
わ
り
に

　
以
上
本
稿
は
、
戦
前
日
本
に
お
け
る
私
立
学
校
に
よ
る
小
学
校
教
員
養
成
事
業

ニ
シ
テ
教
育
ヲ
学
修
シ
又
ハ
其
ノ
講
習
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
七
　
商
業
学
校
卒
業
者
ニ
シ
テ
一
年
以
上
引
続
キ
管
内
小
学
校
又
ハ
補
習
学
校

ニ
在
職
シ
其
ノ
成
績
佳
良
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
教
育
ヲ
学
修
シ
又
ハ
其
ノ
講
習

ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
八
　
農
業
学
校
（
獣
医
学
校
ハ
之
ヲ
除
ク
）
卒
業
者
ニ
シ
テ
引
続
キ
一
年
以
上

管
内
小
学
校
又
ハ
補
習
学
校
ニ
在
職
シ
其
ノ
成
績
佳
良
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
教

育
ヲ
学
修
シ
又
ハ
其
ノ
講
習
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
九
　
京
都
府
実
業
補
習
学
校
教
員
養
成
所
卒
業
者

　
十
　
高
等
小
学
校
卒
業
者
ニ
シ
テ
出
願
シ
タ
ル
学
科
目
ニ
就
キ
引
続
キ
五
年
以

上
現
ニ
管
内
小
学
校
ニ
於
テ
専
科
教
授
ニ
従
事
シ
其
ノ
成
績
特
ニ
佳
良

（
実
地
視
察
ニ
ヨ
ル
）
ニ
シ
テ
其
ノ
学
科
ヲ
学
修
シ
又
ハ
講
習
ヲ
受
ケ
タ

ル
者

　
十
一
音
楽
体
操
裁
縫
手
工
農
業
商
業
家
事
図
画
外
国
語
ノ
一
科
目
又
ハ
数
科
目

ニ
関
シ
師
範
学
校
本
科
ト
同
等
以
上
ノ
程
度
ニ
於
テ
教
授
ス
ル
学
校
ヲ
卒

業
シ
現
ニ
管
内
小
学
校
又
ハ
補
習
学
校
ニ
在
職
シ
其
ノ
成
績
特
ニ
佳
良

（
実
地
視
察
ニ
ヨ
ル
）
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
教
育
ヲ
学
習
シ
又
ハ
其
ノ
講
習
ヲ

受
ケ
タ
ル
者

第
四
条

　
小
学
校
准
教
員
ノ
無
試
験
検
定
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
就

キ
之
ヲ
行
フ

　
一

　
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
現
ニ
管
内
小
学
校

ニ
在
職
セ
シ
者

　
二

　
第
二
条
該
当
者

　
三

　
則
第
百
七
条
第
一
項
第
四
号
又
ハ
第
五
号
ニ
該
当
シ
引
続
キ
一
年
以
上
管

内
小
学
校
ニ
在
職
シ
其
ノ
成
績
佳
良
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
修
身
、
教
育
ヲ
学
習

シ
又
ハ
其
ノ
講
習
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
四

　
前
各
号
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
現
ニ
管
内
小
学
校
ニ
在
職
シ
其
ノ
成
績
特
ニ

佳
良
（
実
地
視
察
ニ
ヨ
ル
）
ニ
シ
テ
相
当
補
習
経
歴
ヲ
有
ス
ル
者

第
五
条
　
尋
常
小
学
校
准
教
員
ノ
無
試
験
検
定
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者

ニ
就
キ
之
ヲ
行
フ
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立
学
校
だ
け
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
私
立
学
校
は
、
小
学
校
教
員
無
試
験

検
定
内
規
に
学
校
名
が
列
記
さ
れ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
多
様
な
形
態
に
よ
り
間

接
的
に
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
。
た
と
え
ば
小
学
校
専
科
正
教
員
免
許
状
の
取

得
を
目
的
と
し
た
無
試
験
検
定
の
受
検
資
格
を
定
め
た
内
規
④
第
三
条
第
五
項
、

第
六
項
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
に
も
「
管
内
ノ
高
等
女
学
校
、
又
ハ
指
定

学
校
ノ
補
習
科
修
了
者
」
と
あ
り
、
高
等
女
学
校
お
よ
び
指
定
学
校
が
公
立
学
校

に
限
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
一
例
と
し
て
京
都
府
小

学
校
教
員
検
定
委
員
会
   14

が
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
五
月
に
作
成
し
た
起
案

書
   15

に
よ
る
な
ら
ば
、
同
年
三
月
に
京
都
高
等
女
学
校
、
菊
花
高
等
女
学
校
、
京

都
淑
女
高
等
女
学
校
、
京
都
成
安
女
子
学
院
高
等
女
学
部
、
華
頂
高
等
女
学
校
の

い
ず
れ
も
補
習
科
卒
業
生
に
つ
い
て
、
各
私
立
学
校
か
ら
無
試
験
検
定
へ
の
出
願

が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
以
上
を
ふ
ま
え
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
本
稿
に
よ
り
、

現
存
を
確
認
で
き
る
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
の
復
刻
は
ほ
ぼ
終
了

し
た
。
無
試
験
検
定
制
度
に
お
い
て
は
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
や
小
学

校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
案
の
復
刻
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
学
校
教
員
検

定
内
規
は
、
試
験
検
定
制
度
に
お
い
て
も
存
在
し
た
。
筆
者
は
、
現
時
点
に
お
い

て
、
つ
ぎ
の
二
点
の
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
を
確
認
し
て
い
る
。

①

：

「
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
内
規
」（
復
命
書
、
小
学

校
教
員
免
許
及
検
定
』
請
求
番
号
大
一
一
―
〇
〇
四
〇
所
収
）

②

：

「
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
試
験
検
定
内
規
」（『
教
育
資
金
・
集
会
・
植
物

園
・
小
学
校
教
員
・
復
命
書
・
検
定
及
免
許
』
請
求
番
号
昭
一
三
―
〇
〇
八
三
―

〇
〇
一
所
収
、
『
検
定
及
免
許
』
請
求
番
号
昭
一
四
―
〇
〇
八
三
―
〇
〇
一
所
収
）

　
今
後
、
こ
れ
ら
内
規
の
復
刻
も
進
め
る
こ
と
で
、
試
験
検
定
制
度
も
視
野
に
入

れ
、
戦
前
日
本
に
お
い
て
私
立
学
校
が
間
接
的
な
小
学
校
教
員
養
成
機
関
と
し

て
、
小
学
校
教
員
を
養
成
、
供
給
し
た
事
実
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
た
い
。
試
験

検
定
制
度
に
よ
る
間
接
的
な
教
員
養
成
機
関
は
、
中
等
教
員
検
定
制
度
に
お
い

と
い
う
師
範
学
校
以
外
の
小
学
校
教
員
養
成
ル
ー
ト
に
注
目
し
、
京
都
府
小
学
校

教
員
無
試
験
検
定
内
規
の
復
刻
を
と
お
し
、
私
立
学
校
が
小
学
校
教
員
無
試
験
検

定
制
度
に
よ
り
、
間
接
的
な
小
学
校
教
員
養
成
機
関
と
し
て
、
小
学
校
教
員
を
養

成
、
供
給
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
論
を
進
め
て
き
た
。
そ
れ

は
、「
間
接
養
成
」
と
い
う
視
点
を
も
っ
て
、
戦
前
日
本
に
お
け
る
小
学
校
教
員

養
成
制
度
、
小
学
校
教
員
検
定
制
度
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
「
師
範
学
校
だ
け

が
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
。
私
立
学
校
は
、
そ
の
埒
外
に
あ
っ
た
」
と
い
う
学

界
の
「
常
識
」
を
問
い
直
そ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
本
稿
は
、
未
解
明
の
課
題
も
残
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
小
学
校

教
員
無
試
験
検
定
内
規
と
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
と
の
相
違
は
何
か
。
京

都
府
は
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
行
政
内
部
文

書
を
ど
れ
ほ
ど
の
数
定
め
た
の
か
。
そ
し
て
、
何
を
基
準
と
し
て
、
小
学
校
教
員

無
試
験
検
定
内
規
を
定
め
た
の
か
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
今
後
、
京
都
府
小

学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
に
加
え
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
や
小
学
校

教
員
無
試
験
検
定
内
規
案
を
復
刻
す
る
に
伴
い
、
ま
た
そ
れ
ら
を
根
拠
と
し
た
無

試
験
検
定
制
度
の
運
用
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
解
決
す
べ
き
課
題
で
あ

る
。

　
た
だ
し
、
そ
う
し
た
課
題
を
承
知
し
つ
つ
も
、
本
稿
の
考
察
に
よ
り
得
ら
れ
た

知
見
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
戦
前
日
本
に

お
い
て
、
私
立
学
校
は
小
学
校
教
員
養
成
の
埒
外
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
内
規
④
第
二
条
第
二
項
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
京
都
府
立
女
子
専
門
学
校

本
科
な
ど
の
公
立
学
校
と
と
も
に
、
入
学
時
の
学
歴
に
条
件
が
付
さ
れ
る
場
合
も

あ
っ
た
が
、
京
都
女
子
専
門
学
校
本
科
、
国
文
科
別
科
、
平
安
女
学
院
専
攻
部
家

政
科
、
英
文
科
、
保
育
科
、
成
安
女
子
学
院
専
攻
部
高
等
師
範
科
と
い
っ
た
私

立
学
校
の
卒
業
生
に
対
し
て
も
、
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
免
許
状
の
取
得
を
目

的
と
し
た
無
試
験
検
定
の
受
検
資
格
が
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま

り
、
私
立
学
校
も
、
無
試
験
検
定
制
度
を
と
お
し
、
間
接
的
な
小
学
校
教
員
養
成

機
関
と
し
て
、
小
学
校
教
員
を
養
成
、
供
給
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
れ
は
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
に
学
校
名
が
列
記
さ
れ
た
私
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６
　
同
前
、
九
頁
。

７
　
同
前
。

８
　
釜
田
史
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
制
度
に
お
い
て
も
、

中
等
教
員
無
試
験
検
定
制
度
に
お
け
る
指
定
学
校
お
よ
び
許
可
学
校
に
類
似

す
る
学
校
の
存
在
を
指
摘
し
た
（
釜
田
史
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定

校
に
関
す
る
事
例
研
究
―
―
秋
田
県
の
場
合
―
―
」（
研
究
代
表
者
丸
山
剛
史

『
戦
前
日
本
の
初
等
教
員
養
成
に
お
け
る
初
等
教
員
検
定
の
意
義
と
役
割
に
関

す
る
通
史
的
事
例
研
究
』、
課
題
番
号
二
三
五
三
〇
九
八
四
、
平
成
二
三
年
度

～
平
成
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、

二
〇
一
四
年
）
四
〇
頁
）
。

中
等
教
員
に
お
け
る
無
試
験
検
定
…
…
に
お
い
て
指
定
学
校
お
よ
び
許
可

学
校
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
学
校
教
員
の
無
試
験
検
定

に
お
い
て
も
類
似
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
、
私
立
学
校
な
い
し
各
種
学
校

の
修
了
者
を
対
象
と
し
た
小
学
校
教
員
養
成
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か

　
こ
う
し
た
釜
田
の
指
摘
は
、
右
の
科
研
研
究
グ
ル
ー
プ
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ

し
、
井
上
惠
美
子
「
小
学
校
教
員
免
許
状
制
度
に
お
け
る
無
試
験
検
定
校
の
一

ル
ー
ト
」
（
同
前
）
、
丸
山
剛
史
「
静
岡
県
の
初
等
教
員
養
成
と
初
等
教
員
検
定

―
―
研
究
ノ
ー
ト
―
―
」
（
同
前
）、
笠
間
賢
二
「
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
降

の
小
学
校
教
員
検
定
―
―
無
試
験
検
定
の
拡
充
―
―
」（『
宮
城
教
育
大
紀
要
』

四
九
、
二
〇
一
四
年
）
、
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
研
究
の
課
題
」『
宮
城
教
育

大
紀
要
』
五
一
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
の
論
稿
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
。

９
　
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
と
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
の
相
違
に

つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
判
然
と
し
な
い
。
前
者
は
主
に
一
九
一
〇
年

代
、
後
者
は
主
に
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
定
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

間
、
一
九
二
一
（
大
正
一
二
）
年
文
部
省
令
第
三
六
号
に
よ
り
、「
小
学
校
令

施
行
規
則
」
第
一
〇
七
条
第
六
号
「
其
ノ
他
、
府
県
知
事
ニ
於
テ
特
ニ
適
任
ト

て
は
認
め
ら
れ
な
い
小
学
校
教
員
検
定
制
度
独
特
の
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
研
究
の
蓄
積
が
、
戦
前
日
本
に
お
け
る
私
立
学
校
に
よ
る
小
学
校

教
員
養
成
事
業
と
い
う
師
範
学
校
以
外
の
小
学
校
教
員
養
成
ル
ー
ト
を
解
明
し
、

ひ
い
て
は
「
師
範
学
校
だ
け
が
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
。
私
立
学
校
は
、
そ
の

埒
外
に
あ
っ
た
」
と
い
う
学
界
の
「
常
識
」
を
問
い
直
し
、
新
た
な
「
常
識
」
を

示
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

註１
　
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
も
「
戦
前
日
本
に
お
い
て
、
師
範
学
校
だ
け
が
小
学
校

教
員
を
養
成
し
た
。
私
立
学
校
は
、そ
の
埒
外
に
あ
っ
た
」
と
い
う
学
界
の
「
常

識
」
を
問
い
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
私
立
学
校
に
よ
る
小
学
校
教
員
養
成

事
業
に
注
目
し
、
岡
山
県
に
お
け
る
私
設
小
学
校
教
員
養
成
所
を
事
例
と
す
る

研
究
を
行
っ
て
き
た
。
本
稿
は
、
同
様
の
研
究
目
的
の
も
と
、
対
象
地
域
を
京

都
府
に
改
め
た
そ
の
続
編
で
あ
る
。

２
　
中
島
は
、
戦
前
に
お
い
て
は
神
奈
川
師
範
学
校
教
授
な
ど
を
、
戦
後
に
お
い

て
は
横
浜
国
立
大
学
教
授
、
東
北
大
学
教
授
、
清
泉
女
子
大
学
教
授
な
ど
を
歴

任
し
た
。
そ
の
専
門
分
野
は
教
育
制
度
・
教
育
行
政
学
で
あ
り
、
東
北
大
学

で
も
教
育
行
政
学
講
座
を
担
任
し
た
。
そ
の
主
著
と
し
て
、
『
教
員
養
成
の
研

究
』（
第
一
法
規
、
一
九
六
一
年
）、『
近
代
日
本
教
育
制
度
史
』
（
岩
崎
書
店
、

一
九
六
六
年
）
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
小
学
校
教
員
養

成
制
度
、
検
定
制
度
の
重
要
な
先
行
研
究
で
あ
る
牧
昌
見
『
日
本
教
員
資
格
制

度
史
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
一
年
）
な
ど
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

管
見
に
よ
る
な
ら
ば
、
中
島
以
上
に
、
「
教
員
養
成
」
や
「
教
員
検
定
」
と
い

う
概
念
を
詳
細
に
論
じ
た
先
行
研
究
は
み
あ
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、

「
間
接
養
成
」
の
概
念
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
中
島
の
「
間
接
養
成
」
の
概
念

を
援
用
し
た
。

３
　
前
掲
註
２
、『
教
員
養
成
の
研
究
』、
四
頁
。

４
　
同
前
、
八
頁
。

５
　
同
前
。
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就
テ
ハ
裁
縫
科
」
、
「
四
、
京
都
女
子
高
等
専
門
学
校
英
文
科
本
科
卒
業
者
ニ
就

テ
ハ
英
語
科
」
な
ど
が
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、そ
の
施
行
日
は
、

内
規
②
と
同
様
、
「
大
正
十
一
年
二
月
一
日
」
の
ま
ま
で
あ
る
。

14
　
小
学
校
教
員
検
定
委
員
会
と
は
、
道
府
県
に
お
い
て
、
小
学
校
教
員
検
定
を

実
施
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
。
会
長
に
は
視
学
官
を
充
て
、
常

任
委
員
、
臨
時
委
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
。

15
　
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
、
『
小
学
校
教
員
、
幼
稚
園
保
母
検
定
及

免
許
』
請
求
番
号
昭
〇
八
―
〇
〇
五
六
―
〇
〇
一
所
収
。

謝
辞

　
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
現
真
庭
市
長
太
田
昇
氏
よ
り
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
お
力

添
え
を
戴
い
た
こ
と
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
新
た
な
研
究
テ
ー
マ
の
第

一
歩
を
ふ
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
太
田
氏
か
ら
ご
尽
力
の
賜
物
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
ご
多
忙
の
折
、
煩
雑
な
史
料
の
閲
覧
や
撮
影
の
お
願
い
に
も
快
く
応
え

て
下
さ
っ
た
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
の
職
員
の
皆
様
方
に
も
心
よ
り
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　
そ
し
て
、
宇
都
宮
大
学
丸
山
剛
史
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
科
研
研
究
グ
ル
ー
プ

の
先
生
方
か
ら
の
学
恩
に
つ
き
ま
し
て
も
、
こ
の
場
を
借
り
て
心
よ
り
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

認
メ
タ
ル
者
」
に
つ
い
て
定
め
た
第
一
一
八
条
「
府
県
知
事
ニ
於
テ
、
第
百
七

条
第
六
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
小
学
校
正
教
員
免
許
状
ヲ
授
与
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ

ハ
、
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」
が
削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
「
第

百
七
条
第
六
号
ニ
依
リ
、
小
学
校
正
教
員
免
許
状
ヲ
授
与
セ
ラ
レ
ル
コ
ト
ニ
ナ

リ
タ
ル
…
…
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
別
記
ノ
調
査
標
準
ニ
依
」
る
よ
う
定
め
た
「
小

学
校
教
員
免
許
状
授
与
調
査
標
準
及
報
告
方
（
文
部
省
普
通
学
務
局
通
牒
発
普

三
二
〇
号
、
一
九
二
一
年
八
月
一
三
日
）
」
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
一
連

の
制
度
改
正
が
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
か
ら
小
学
校
教
員
無
試
験
検

定
内
規
へ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
現
時

点
に
お
い
て
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。

10
　
古
川
修
「
戦
前
の
埼
玉
県
に
お
け
る
小
学
校
教
員
検
定
」
（
『
東
洋
大
学
大
学

院
紀
要
』
五
二
、
二
〇
一
五
年
）
は
、
埼
玉
県
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規

の
一
部
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
史
や
都
道
府
県
教
育
史
な
ど
が

小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
を
掲
載
す
る
場
合
も
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、

本
文
で
触
れ
た
よ
う
な
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
の
小
学
校
教
員
養
成
史

研
究
、
小
学
校
教
員
検
定
史
研
究
上
の
史
料
的
価
値
を
認
識
し
た
う
え
で
、
そ

れ
を
復
刻
す
る
論
文
は
、
井
上
に
よ
る
論
稿
が
唯
一
で
あ
る
。

11
　
井
上
惠
美
子
「『
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
』
の
全
国
的
動
向
」(

企

画
者
笠
間
賢
二
、
丸
山
剛
史
「
戦
前
日
本
に
お
け
る
非
師
範
系
統
の
小
学
校
教

員
養
成
」
日
本
教
育
学
会
第
七
六
回
大
会
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
、
於
桜
美
林
大

学
、
二
〇
一
七
年)

一
頁
。

12
　
紙
幅
の
関
係
上
、
調
査
し
た
す
べ
て
の
簿
冊
名
を
列
記
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
筆
者
は
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
か
ら
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）

年
ま
で
を
対
象
期
間
と
し
て
、
小
学
校
教
員
検
定
関
係
簿
冊
合
計
一
〇
八
冊
を

調
査
し
た
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
保
護
の
た
め
、
閲
覧
で
き
な
か
っ
た
簿
冊
も

あ
る
。

13
　
内
規
③
第
三
条
「
小
学
校
専
科
正
教
員
無
試
験
検
定
ニ
於
テ
合
格
ト
認
ム
ヘ

キ
資
格
ア
ル
者
、
左
ノ
如
シ
」
に
お
い
て
は
、
「
三
、
京
都
女
子
高
等
専
門
学

校
家
政
科
本
科
及
実
科
高
等
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
テ
入
学
シ
タ
ル
別
科
卒
業
者
ニ


